
平 成 ２ ６ 年 度 入 札 制 度 改 正 

 

小松市行政管理部管財課 

（平成２６年４月１日改正） 

 

１．業務委託の入札に関する改正 

（１）「建設関係業務低入札価格調査制度実施要領」を策定しました。 

①対象となる業務は、予定価格が５０万円以上の競争入札の案件とする。  

  ②低入札価格調査基準価格の算定は、下記のとおりとする。 

   ●低入札価格調査基準価格の算定方法 

業 務 区 分 調査基準価格（税抜）の算出方法 

○建設コンサルタント業務 

（水道を除く） 

○補償関係コンサルタント業務 

下記項目の合計額 

・直接人件費 

・直接経費 

・その他原価×９０％ 

・一般管理費×３０％ 

○建設コンサルタント業務 

（水道の場合） 

 

下記項目の合計額 

・直接人件費 

・直接経費 

・技術経費×６０％ 

・諸経費×６０％ 

○建築又は設備設計業務 下記項目の合計額 

・直接人件費 

・特別経費 

・技術料等経費×６０％ 

・諸経費×６０％ 

○測量業務 下記項目の合計額 

・直接測量費 

・測量調査費 

・諸経費×４０％ 

○地質調査業務 下記項目の合計額 

・直接調査費 

・間接調査費×９０％ 

・解析等調査業務費×７５％ 

・諸経費×４０％ 

   ●ただし、低入札価格調査基準価格の設定範囲は、予定価格の６０％を下限、８０％

を上限の金額とする。 

    なお、地質調査業務については、予定価格の３分の２を下限、８５％を上限とする。 

③失格基準価格の算定方法は、有効な入札価格のうち、最低価格から順位を付した第１

位から第６位までの平均価格に０．８を乗じた額（千円未満端数切り捨て）とする。 

   なお、有効入札者が７者未満の場合は、最低価格から有効入札者数に０．８を乗じた 

数を整数で切り上げた数の順位までの者の平均価格に０．８を乗じた額（千円未満端 

数切り捨て）とする。 

https://www.city.komatsu.lg.jp/secure/8632/26gyoumuteinyuusatu.pdf


 

 

  ④低入札価格調査基準価格を下回って落札した者は、「建設関係業務低入札価格調査報告 

書」を提出しなければならないものとする。 

  ⑤低価格入札者との委託契約条件は、次のとおりとする。 

   ●契約保証金の額は、「業務委託料の１０分の３以上」とする。 

   ●契約解除が行われた場合の受注者が支払うべき違約金は、「業務委託料の１０分の３ 

    に相当する額」とする。 

   ●かし担保責任の存続期間は成果物の引き渡しを受けた日から「５年以内」とする。 

   ●前金払の額は、「業務委託料の１０分の１．５以内」とする。 

 

（２）その他必要な業務に最低制限価格を設定します。   

①対象となる業務は、予定価格が５０万円以上の競争入札の案件とする。  

  ②最低制限価格の算定は、下記のとおりとする。 

●有効な入札価格のうち、最低価格から順位を付した第１位から第６位までの平均価 

格に０．８を乗じた額（千円未満端数切り捨て）とする。 

    なお、有効入札者が７者未満の場合は、最低価格から有効入札者数に０．８を乗じ

た数を整数で切り上げた数の順位までの者の平均価格に０．８を乗じた額（千円未

満端数切り捨て）とする。 

●ただし、最低制限価格の設定範囲は、予定価格の６０％を下限、８０％を上限の金

額とする。  

 

２．建設工事の入札に関する改正 

（１）低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の算出方法のうち一般管理費の率を引き上 

げしました。 

改 正 前 改 正 後 

（算出方法） 

直接工事費の９５％ 

共通仮設費の９０％ 

現場管理費の８０％ 

一般管理費の３０％ 

（算出方法） 

同 左 

同 左 

同 左 

一般管理費の５５％ 

 

（２）低入札価格調査制度の対象工事を改正しました。 

改 正 前 改 正 後 

（対象工事） 

 低入札価格調査制度の対象は，発注予定金

額が１千万円以上の建設工事に係る入札と

する。ただし，小松市請負業者指名審査委員

会の委員長が必要と判断した場合は，前項の

規定にかかわらず適用することができる。 

（対象工事） 

 低入札価格調査制度の対象は，小松市請

負業者指名審査委員会の委員長が必要と

判断した建設工事に係る入札とする。 

 

３．適用日について 

上記事項は、平成２６年４月１日以降に行う入札公告又は指名競争入札執行（見積徴収）

通知から適用します。 

合 計 合 計 


